
 

 

 

 

 

 

人事行政の運営等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月 

 

姫 路 市 



 

 

姫路市における人事行政の運営等の状況について 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員の採用・退職の状況                   （単位：人） 

区 分 令和 6年度中退職 
令和 7年 4月 1日採用 

(令和６年度中の採用を含む。) 

事務職 66 56 

土木・農業土木 6 13 

建築 1 1 

電気 1 3 

機械  2 

造園   

農業  2 

林学  1 

化学・理化学 2 1 

医師 2 2 

精神保健福祉相談員 1 2 

獣医師 1 1 

薬剤師   

Ｘ線技師 1  

保健師 7 7 

保育士 17 11 

水産 1  

文化財発掘技師 1  

城郭研究専門員 1  

管理栄養士  2 

栄養士   

言語聴覚士   

司書 2  

理学療法士   

作業療法士   

歯科衛生士   

介護福祉士   

臨床心理士 1 1 

主任介護支援専門員   

臨床検査技師   

食品衛生監視員   

看護師・准看護師   

天文   

船員   

学芸員（美術） 1  

学芸員（文学） 1  

学芸員（科学）   

語学専門員   

社会福祉士 1 6 

法務職 1  

消防吏員 13 18 

作業員・用務員等 20 4 



 

 

 

（注） 教育職（教員等）を除く。 

調理員 8 1 

割愛等 4 4 

計 160 138 



 

 

(2) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

 

区分 

部門 

職員数 
対前年 

増減数 
主な増減理由 

令和 6年 令和 7年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議 会 24 23 ▲1 業務見直し 

総 務 554 558 4 国政調査の対応 

税 務 118 117 ▲1 業務見直し 

労 働 4 4 0  

農林水産 83 82 ▲1 業務見直し 

商 工 137 138 1 道の駅整備事業の推進 

土 木 417 406 ▲11 業務見直し 

民 生 750 755 5 
高齢者支援施策の推進、

重層支援体制の強化 

衛 生 466 466 0  

計 2,553 2,549 ▲4  

教育部門 559 525 ▲34 業務見直し 

消防部門 598 599 1 消防・救急体制の強化 

小 計 3,710 3,673 ▲37  

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

水 道 118 117 ▲1 業務見直し 

交 通     

下水道 87 87 0  

その他 103 103 0  

小 計 308 307 ▲1  

合 計 
4,018 

[4,324] 

3,980 

[4,324] 
▲38  

 
（注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 
   ２ [     ]内は、条例定数の合計である。 

 



 

 

 

 

 

(3) 職員年齢別構成状況（令和７年４月１日） 
 

 

 
 (単位：人) 

区

分 

20 歳

未満 

20 歳 

｜ 

23 歳 

24 歳 

｜ 

27 歳 

28 歳 

｜ 

31 歳 

32 歳 

｜ 

35 歳 

36 歳 

｜ 

39 歳 

40 歳 

｜ 

43 歳 

44 歳 

｜ 

47 歳 

48 歳 

｜ 

51 歳 

52 歳 

｜ 

55 歳 

56 歳 

｜ 

59 歳 

60歳

以上 
計 

職

員

数 

11 193 345 342 380 359 309 389 524 494 376 258 3,980 

 

 

(4) 職員数の推移 
（単位：人・％） 

年 度 

部門別 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 
過去 5年間 

の増減数（率） 

一般行政 2,417 2,440 2,499 2,541 2,553 2,549 132(   5.2%) 

教育 631 628 591 570 559 525 ▲106( ▲20.2%) 

消防 569 576 578 589 598 599 30(   5.0%) 

普通会計計 3,617 3,644 3,668 3,700 3,710 3,673 56(   1.5%) 

公営企業等会計計 335 336 316 312 308 307 ▲28( ▲9.1%) 

総合計 3,952 3,980 3,984 4,012 4,018 3,980 28(   7.0%) 



 

 

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。ただし、令和 3年度から 

教育部門の臨時的任用職員を除外。 

        

 

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

 
平成 26 年に地方公務員法の改正により、従来の勤務評定に替え、より客観性、透明性の高い人事評

価制度が法律上の制度として導入されました。 

この制度は、評価結果を、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎資料として活用しようとするも

のですが、評価を行う過程において職員一人ひとりが自ら成長していく、また、上司と部下のコミュニ

ケーションを通じて、組織内の意識の共有化や業務改善等にも寄与する制度です。 

 

○人事評価制度の概要 

評価回数 能力・行動評価、業績評価ともに年２回実施 

評価期間 前期 4 月 1日から 9月 30 日まで 

後期 10 月 1 日から翌年 3月 31 日まで 

制度の流れ 年度当初に業務目標を設定、評価期間ごとに自己評価→第一評価（評価者

評価）→第二評価（調整者評価）の順に評価を実施し、最終的な評価結果

を評価者から本人へ面談を通じてフィードバックを行う。 

 

○制度の構成 

 「能力・行動評価」「業績評価」により構成 

① 能力・行動評価 

職員の職務上の行動等を通じて発揮された能力を把握した上で評価を実施 

② 業績評価 

目標管理評価：職員自らが具体的な業務の目標を立て、その達成度を把握した上で 

評価を実施 

その他業績評価：目標管理を行う業務以外に担当する業務（その他の通常業務等）に 

ついて、その質、結果や進捗状況といった観点から評価を実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３－１ 職員の給与の状況（公営企業を除く） 

 

１ 総括 

 (1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 

 

住民基本台帳人口 

（令和7年1月1日） 

歳 出 額 

        Ａ 

実質収支 

 

人 件 費 

      Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

(参考) 

5年度の人件費率 

令和 

6年度 

              人 

523,181  

         千円 

245,982,223 

      千円 

5,797,686 

       千円 

38,209,947 

      ％ 

15.5 

             ％ 

        15.3 

  

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

      職員数 

    Ａ 

給     与     費  (参考) 

一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ  

  給  料 職員手当    期末･ 勤勉手当  計 Ｂ    

令和 

6年度 

人 

3,673 

    千円 

15,229,797 

    千円 

3,601,050 

    千円 

6,370,956 

    千円 

25,201,803 

 千円 

 6,861 

        

 

（注）１ 職員手当には、退職手当を含まない。 

２ 職員数は、令和 6 年 4 月 1 日現在の人数である。 

３ 給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務のものに限る。）の給与

費が含まれているが、職員数には当該職員を含んでいない。 

 

 (3) ラスパイレス指数の状況 

 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国

の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用

職員の俸給月額を100として計算した指数をいう。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数と

は、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当

の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

 

 

 



２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(令和 7 年 4 月 1 日現在) 

    ① 一般行政職 

  
区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

平均給与月額 

(国比較ベース) 

 姫路市         43.8歳       339,800円 419,018円    376,559円 

国         41.9歳       332,237円 414,480円   ― 

② 技能労務職 

区  分 

公  務  員  

平均年齢  

 

職員数 

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

（Ａ） 

平均給与月額 

(国比較ベース) 

姫路市 51.3歳  491人  345, 100円  417, 484円  366, 024円  

 

 

 

 

うち 清掃職員 52.6歳  172人  354, 400円  459, 906円  378, 233円  

うち 学校給食員 50.0歳  77人  354, 200円  382, 616円  372, 852円  

うち 守衛 50.1歳  33人 357, 400円  472, 239円  379, 636円  

うち 用務員 56.8歳  71人  328, 100円  355, 319円  342, 575円  

うち 自動車運転手 55.6歳  7人  341, 600円  472, 014円  359, 757円  

国 51.3歳  1,703人  294, 567円  337, 907円  ― 

 

区  分 

民   間 参 考 

対応する民間の 

類似職種  
平均年齢  

平均給与月額 

（Ｂ）  
Ａ/Ｂ 

姫路市 ― ― ― ― 

 

 

 

 

うち 清掃職員 廃棄物処理業 48.0歳  320,600円  1.43 

うち 学校給食員 

飲食物調理従事者 

（平成 31 年調査までは「調

理士」） 

42.2歳  280,900円  1.36 

うち 守衛 

警備員 

（平成 31 年調査までは「守

衛」） 

53.4歳  269,800円  1.75 

うち 用務員 

他に分類されない運搬・清

掃・包装等従事者 

（平成 31 年調査までは「用

務員」） 

43.7歳  280,200円  1.26 

 

うち 自動車運転手 

乗用自動車運転者（タクシ

ー運転者を除く） 

（平成 31 年調査までは「自家

用乗用自動車運転者」） 

62.0歳  236,300円  1.99 

 

区  分 

参   考  

年収ベース（試算値 ）の比較  

公務員 

（Ｃ） 

民間 

（Ｄ） 
Ｃ/Ｄ 

姫路市 ― ― ― 

 うち 清掃職員 7,330,872円  4,457,900円  1.64 



 

 

 

うち 学校給食員 6,344,892円  3,696,300円  1.71 

うち 守衛 7,490,168円  3,499,600円  2.14 

うち 用務員 5,803,428円  3,900,100円  1.48 

 うち 自動車運転手 7,175,868円  3,171,600円  2.26 

   ※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（令和４年～令和６年の３か年

平均）が１２月１日現在未公表であるため、それらを使用する項目を空欄としている。 

   ※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、職業内容、雇用形態等の点において完全に

一致しているものではない。 

   ※ 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍した

ものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間

賞与の額を加えた試算値である。 

 

   ③ 消防職 

区 分 

 

平均年齢      

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

(国比較ベース) 

姫路市 38.3歳 319,400円 412,759円 354,501円 

 

 ④ 高等学校教育職 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

姫路市 45.8歳 363,700円 410,866円 

  

⑤ 幼稚園教育職 

区 分 平均年齢      平均給料月額 平均給与月額 

姫路市 40.4歳 325,500円 363,810円 

 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤 

務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明ら 

かにされているものである。 

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤 

務手当等を除いたもの）で算出している。 

 

 

 (2) 職員の初任給の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区    分 姫 路 市 国   

  

  

  

  

  

  

  

一般行政職 
大 学 卒 227,800円  230,000円  

高 校 卒 197,800円     188,000円  

技能労務職 高 校 卒     192,900円  － 

消 防 職 
大 学 卒       228,700円  － 

高 校 卒      205,100円  － 

高等学校教育職 大 学 卒    253,200円  － 

幼稚園教育職  大 学 卒    223,000円  － 

 

 



 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 7 年 4 月１日現在） 

区    分 経験年数 10年  経験年数 20年  経験年数 25年  経験年数 30年   

一般行政職 
大学卒 286, 770円  356, 127円  392, 847円  416, 377円  

高校卒 259, 600円  314, 000円  369, 080円  383, 967円  

技能労務職 
高校卒 －円  －円  370, 000円  375, 240円  

中学卒 227, 800円  252, 650円  302, 633円  347, 140円  

消防職  
大学卒 286, 580円  361, 200円  395, 714円  422, 360円  

高校卒 267, 443円  336, 975円  370, 600円  393, 192円  

高等学校教育職 大学卒 335, 750円  374, 200円  427, 024円  444, 025円  

幼稚園教育職 大学卒 276, 340円  － 386, 600円  394, 300円  

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況  

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 
給料月額  

最高号給の給
料月額  

１ 級 事務員 、技術員  55人  3.1％ 188,000 円 253,300 円 

２ 級 主事補 、技師補  161人  8.9％ 202,000 円 293,400 円 

３ 級 主事 、技師  333人  18.4％ 227,000 円 342,300 円 

４ 級 主任 、技術主任  501人  27.7％ 274,100 円 386,100 円 

５ 級 係長  327人  18.1％ 292,300 円 398,200 円 

６ 級 課長補佐  191人  10.6％ 313,500 円 416,400 円 

７ 級 課長  156人  8.6％ 319,600 円 450,900 円 

８ 級 部長  63人  3.5％ 325,300 円 475,000 円 

９ 級 局長  20人  1.1％ 367,200 円 534,500 円 

(注)  １ 姫路市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

 

 



 (2) 昇給への人事評価の活用状況 

令和 6 年 4 月 2 日から令和 7 年 4 月 1 日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している 〇 〇 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な区

分 

昇給実績があ

る区分 

昇給可能な区

分 

昇給実績があ

る区分 

上位、標準、下位の区分 〇  〇 
 

上位、標準の区分  〇 
 

〇 

標準、下位の区分   
  

標準の区分のみ（一律）   
  

ロ． 人事評価を活用していない   

   活用予定時期   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 職員の手当の状況 

 (1) 期末手当・勤勉手当  

 姫路市 国 

１人当たり平均支給額  

（令和 6年度） 

1,672千円  

 

― 

（令和 6年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当  

2.5月分   2.1月分  

(1.4)月分  (1.0)月分  

（令和 6年度支給割合）  

期末手当   勤勉手当  

2.5月分   2.1月分  

(1.4)月分  (1.0)月分  

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置・

役職加算     5～20% 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算     5～20% 

・管理職加算 10～25% 

 （注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

  ○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

 

令和 6 年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ． 人事評価を活用している 〇 〇 

 

活用している成績率 
支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

支給可能な成

績率 

支給実績があ

る成績率 

上位、標準、下位の成績率 〇 
 

〇 
 

上位、標準の成績率 
 

〇 
 

〇 

標準、下位の成績率 
    

標準の成績率のみ（一律） 
    

ロ． 人事評価を活用していない   

   活用予定時期   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2) 退職手当（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

姫路市 国   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（支給率）     自己都合      応募認定・定年 

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置 

2％～45％加算 

 

１人当たり平均支給額 

自己都合    応募認定・定年  

         3,898千円    21,611千円 

（支給率）    自己都合      応募認定・定年 

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

 

その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置 

2％～45％加算                                  

     

 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和 6 年度に退職した職員に支給された平均額である。   

 

 (3) 地域手当（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（令和 6 年度決算） 486,164 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（令和 6 年度決算） 127,770 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

姫路市（医師以外）  3％ 3,792 人   3％ 

姫路市（医師） 16％ 7 人  16％ 

東京都 20％ 6 人  20％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

100.9 

（100.9） 

（注） 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の

給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数をいう。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手

当支給率）により算出） 

 

 (4) 特殊勤務手当（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（令和6年度決算） 114, 062千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 82,594円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度） 35.3％ 

手当の種類（手当数） 33種  

手当の詳細（名称、支給対象職員・業務、支給額及び支給実績 

（令和6年度決算）） 
（別紙１）特殊勤務一覧表参照  

 (5) 時間外勤務手当 

支給実績（令和6年度決算） 1,253,880千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 413千円  

支給実績（令和5年度決算） 1,190,903千円  

職員１人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 410千円  

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」と同じ年度の４月１日現在の総職

員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、

短時間勤務職員を含む。 

 



 (6) その他の手当（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

国の制度と異

なる内容 

支給実績 

（令和6年度決

算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和6年度決算） 

扶養手当      

扶養親族のある職員に支給される。 

○配偶者 

局長・部長級の職員 支給なし 

その他の職員 3,000 円 

○扶養親族である子 

1 人につき11,500 円 

○配偶者又は子以外の扶養親族 

局長級の職員 支給なし 

部長級の職員 1 人につき3,500 円 

その他の職員 1 人につき6,500 円 

※満16歳の年度初めから満22歳の年

度末までの子1人につき5,000円を加算 

同 ― 398,597千円 247,730円 

住居手当      借家28,000円（限度額） 同 ― 213,185千円 285,771円 

通勤手当      

交通機関等を利用し又は自動車等を使

用して通勤している職員（通勤距離が

片道２kｍ以上）に支給される。 

○交通機関等の利用者 

定期券等の価額（6か月定期）により支

給される。 

（限度額：1か月当たり150,000円） 

○自動車、自転車等の使用者 

通勤距離 月額 

2 ㎞未満  不支給 

2 ㎞以上 5 ㎞未満 4,100 円 

5 ㎞以上 10 ㎞未満 6,200 円 

10 ㎞以上 15 ㎞未満 8,300 円 

15 ㎞以上 20 ㎞未満 10,400 円 

20 ㎞以上 25 ㎞未満 12,900 円 

25 ㎞以上 30 ㎞未満 15,800 円 

30 ㎞以上 35 ㎞未満 18,700 円 

35 ㎞以上 40 ㎞未満 21,600 円 

40 ㎞以上 45 ㎞未満 24,400 円 

45 ㎞以上 50 ㎞未満 26,200 円 

50 ㎞以上 55 ㎞未満 28,000 円 

55 ㎞以上 60 ㎞未満 29,800 円 

60 ㎞以上 31,600 円 

徒歩  不支給 

異 

自動車、自

転車等の使

用者の通勤

距離 ご と の

支給額が相

違 

405,061千円 118,821円 

休日勤務 

手   当 

休日（国民の祝日及び年末年始の休日

）に勤務することを命ぜられた職員に支

給される。 

同 ― 298,592千円 246,770円 

夜間勤務 

手   当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時

～翌朝5時）に勤務した職員に支給され

る。 

同 ― 59,654千円 106,335円 



手 当 名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

国の制度と異

なる内容 

支給実績 

（令和6年度決

算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和6年度決算） 

管理職 

手  当 

管理又は監督の地位にある職員に支給

される。 

 月額 

局長級 局長 128,000円 

 理事 103,000円 

部長級 94,000円 

課長級 77,000円 

課長補佐級 ※ 42,000円 

係長級 ※ 38,000円 

校長 68,300円 

教頭 52,900円 

幼稚園園長 専任園長42,000円 

 園長38,000円 

管理指導主事 56,000円 

指導主事 29,000円 

※出先機関の長である職員に限る。 

異 
区 分 ご と の

支給額相違 
351,903千円 780,273円 

管理職員特

別勤務手当 

管理職員が、勤務を要しない日等また

は勤務を要しない日等以外の日の午前

0時から午前5時までの間に臨時または

緊急の必要等により勤務した場合、勤

務1回につき、次の額が管理職員特別

勤務手当として支給される。 

管理職員 

（身分名） 

勤  務  時  間  等 ※１ 

休日等 

平日 

深夜 

3時間以下 

※1 

3時間超 

6時間以下 

6時間超 

理事等 6,000円 12,000円 18,000円 6,000円 

参事 5,000円 10,000円 15,000円 5,000円 

主幹 4,250円 8,500円 12,750円 4,300円 

課長補佐

級、係長級 

※２ 

3,000円 6,000円 9,000円 3,000円 

校長・教育

主幹 

3,500円 7,000円 10,500円 3,500円 

園長・教頭・

係長・管理

指導主事 

3,000円 6,000円 9,000円 3,000円 

※１ 原則1時間に満たない場合は支給

されない。 

※２ 管理職手当の支給対象者に限る。 

異 

勤務時間ご

との区分及

び支給額を

細分化 

5,551千円 32,273円 



手 当 名 内容及び支給単価 
国の制度

との異同 

国の制度と異

なる内容 

支給実績 

（令和6年度決

算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和6年度決算） 

単身赴任 

手   当 

異動に伴う転居により配偶者と別居し、

単身で生活することとなった職員に支給

される。 

（月額） 

30,000円+職員の住居と配偶者の住居

との間の交通距離による加算額 

（8,000円～70,000円） 

同 ― 2,928千円 585,600円 

教員特別 

手   当 

高等学校教員及び教育委員会指導主

事に支給される。 

 

月額 

適用を受ける給料表の区分に応じて支

給される。（2,000円～8,200円） 

  11,473千円 68,701円 

宿日直手当 

宿日直勤務を命ぜられた職員に支給さ

れる。 

勤務1回につき4,400円(入院患者の病

状の急変等に対処するための医師の宿

日直勤務については、21,000円) 

同 ― ―   ―  

 

 

５ 特別職の報酬等の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

 

区     分 給 料 月 額 等                     

給
料 

市          長 

副    市    長 

1,180,000円  

960, 000円  

報 

酬 

議     長 

副  議  長 

議     員 

823, 000円  

747, 000円  

685, 000円  

期
末
手
当 

市          長 

副    市    長 

（算定方式）  （給料月額＋地域手当）×1.2×支給月数 （※） 

（令和6年度支給割合） 4.6月分  

※算定額から市長は15/100、副市長は10/100を減額 

議          長 

副    議    長 

議          員 

（算定方式）  報酬月額×1.2×支給月数 

（令和6年度支給割合） 4.6月分 

退
職
手
当 

市          長 

副    市    長 

 （算定方式） 

給料月額×在職月数×0.54 

給料月額×在職月数×0.32 

（１期の手当額） 

30,585,600円 

14,745,600円 

（支給時期） 

 任期ごと 

 任期ごと 

備   考   

（注）退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき１期（４年＝４８月）勤

めた場合における退職手当の見込額である。 



 

 

３－２－１ 上下水道局職員の給与の状況（水道事業会計決算） 

(1) 職員給与費の状況（水道事業会計決算） 

ア 決算 

 

区分 
総費用 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める職

員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

令和 6年度 9,708,090 千円 1,825,795 千円 848,002 千円 8.7％ 

 

 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 １人当たり給

与費 

Ｂ/Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 
計 

Ｂ 

令和 6年度 139 人 512,915 千円 125,471千円 217,985 千円 856,371 千円 6,161 千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数である。 
 

 

（２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢等の状況（令和 7年 4月 1日） 

 

区分 
平均年齢 

（歳） 

基 本 給 

（円） 

平均月収額 

（円） 

姫路市 45.8 366,376 577,238 

  （注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）職員手当の状況 

区
分 

姫路市 

内容 支給実績（水道事業会計） 

扶
養
手
当 

扶養親族のある職員に支給されます。（局長級は支給な

し） 

○配偶者3,000 円 

      0 円（部長級） 

○扶養親族である子 

1 人につき11,500 円 

○配偶者又は子以外の扶養親族 

1 人につき6,500 円 

      3,500 円（部長級） 

○満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの子 1

人につき 5,000 円を加算 

（令和 7年 4月分の支給実績） 

支給総額 1,317,000 円 

支給職員数 61 人 

支給される職員

の割合 
48.8％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
21,590円 

 

 

地
域
手
当 

支給率 3.0％ 

 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 1,288,786 円 

支給職員数 123 人 

支給される職員

の割合 
98.4％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
10,478円 

 

 

通
勤
手
当 

交通機関等を利用し又は自動車等を使用して通勤して

いる職員（通勤距離が片道 2ｋｍ以上）に支給されます。 

 

○交通機関等利用者 

 定期券等の価格（6ヶ月定期）により支給しています。

（限度額：1月当たり 55,000円） 

 

○自動車・自転車等使用者 

通勤距離（片道） 月額 

2km 以上  5km未満 4,100 円 

5km 以上 10km 未満 6,200 円 

10km 以上 15km 未満 8,300 円 

15km 以上 20km 未満 10,400円 

20km 以上 25km 未満 12,900円 

25km 以上 30km 未満 15,800円 

30km 以上 35km 未満 18,700円 

35km 以上 40km 未満 21,600円 

40km 以上 45km 未満 24,400円 

45km 以上 50km 未満 26,200円 

50km 以上 55km 未満 28,000円 

55km 以上 60km 未満 29,800円 

60km 以上 31,600円 

 

 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 1,027,208 円 

支給職員数 115 人 

支給される職員

の割合 
92％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
8,932 円 

 

(注)交通機関利用者への通勤手当は、6ヶ月定期の価

格をまとめてひと月に支給しています。この実績は各

職員に支給している通勤手当の1ヶ月平均の額を4月

分に支給したとして計算しています。 



 

 

住
居
手
当 

住宅を借りてその住宅に居住し、月額 16,000 円を超え

る家賃を支払っている職員に支給されます。 

○借家居住者 家賃により 

最高支給限度額 28,000円 

○持家世帯主 平成 26年 4月以降 廃止 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 497,700 円 

支給職員数 19 人 

支給される職員

の割合 
15.2％ 

支給職員 1 人当

たり
均支給額 
26,195円 

 

 

特
殊
勤
務
手
当 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事した

職員に支給されます。 

 

手当の種類    

 

  月額で支給されるもの   ２種 

  日額で支給されるもの   ４種 

 

詳細は別紙２のとおり 

 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 103,800 円 

支給職員数 34 人 

支給される職員

の割合 
27.2％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
3,053 円 

 

 

時
間
外
勤
務
手
当 

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給されま

す。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 4,058,625 円 

支給職員数 84 人 

支給される職員

の割合 
67.2％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
48,317円 

 

 

休
日
勤
務
手
当 

休日（国民の祝日及び年末年始の休日）において、正

規の勤務時間中に勤務した職員に支給されます。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 284,935 円 

支給職員数 17 人 

支給される職員

の割合 
13.6％ 

支給職員 1 人当

たり平均支
額 
16,761円 

 

 

夜
間
勤
務
手
当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時～翌朝 5時）に

勤務した職員に支給されます。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 452,953 円 

支給職員数 15 人 

支給される職員

の割合 
12％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
30,197円 

 

 



 

 

管
理
職
手
当 

管理又は監督の地位にある職員に支給されます。 

 月額 

局長級 
局長 128,000 円 

理事 103,000 円 

部長級 94,000 円 

課長級 77,000 円 

課長補佐級(※) 42,000 円 

係長級(※) 38,000 円 
※出先機関の長である職員に限ります。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 583,000 円 

支給職員数 8人 

支給される職員

の割合 
6.4％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
72,875円 

 

 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当 

管理職員等が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営

の必要により休日等に勤務した場合は、勤務 1 回につ

き次の額が管理職員特別勤務手当として支給されま

す。 

 

 

管理職員

等 

(身分名) 

勤  務  時  間 

３時間以下 
３時間超え 

６時間
下 
６時間超 

理事等 6,000 円 12,000円 18,000円 

参 事 5,000 円 10,000円 15,000円 

主 幹 4,250 円 8,500 円 12,750円 

課 長 補 佐

級、係長級

（ 管 理 職

手 当 の 支

給 対 象 者

に限る。） 

3,000 円 6,000 円 9,000 円 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 0円 

支給職員数 0人 

支給される

職員の割合 
0％ 

支給職員 

1人当たり 

平均支給額 

0円 

 

単
身
赴
任
手
当 

異動に伴なう転居により配偶者と別居し、単身で生活

することとなった職員に支給されます。 

 

月額 

30,000 円+職員の住居と配偶者の住居との間の交通距

離による加算額（8,000～70,000 円） 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 0円 

支給職員数 0人 

支給される職員の

割合 
0％ 

支給職員 1 人当た

り平均支給額 
0円 

 

 

宿
日
直
手
当 

宿日直勤務を命ぜられた職員に支給されます。 

 

勤務１回につき 4,400円 

 (令和 7年 4月分の支給実績) 

 
 

支給総額 円 

支給職員数 人 

支給される職員

の割合 
％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
円 



 

 

期
末
手
当
・
勤
勉
手
当 

（令和 6年度の支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

6月期 
1.225 月 

(0.6875 月) 

1.025 月 

（0.4875月） 

12 月期 
1.275 月 

(0.7125 月) 

1.075 月 

（0.5125月） 

 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

（令和 6年度の支給実績） 

支給総額 206,537,575 円 

支給職員数 
期末 119 人 

勤勉 118 人 

支給職員 1 人当たり平

均支給額（年額） 
1,742,933 円 

 

 

退
職
手
当 

退職時の給料月額に勤続年数に応じた支給率を乗じて

支給されます。 

（令和 7年 4月 1日現在） 

支給率 自己都合 勧奨･定年 

勤続 20年 19.6695 月分 26.3655 月分 

勤続 25年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35年 39.7575 月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

 

 その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置 

2％～45％加算 

退職時特別昇給    無 

 

（令和 6年度の支給実績） 

支給総額 70,481,929円 

支給職員数 5人 

支給職員 1人当たり平

均支給額 
14,096,386円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３－２－２ 上下水道局職員の給与の状況（下水道事業会計決算） 

(1) 職員給与費の状況（下水道事業会計決算） 

ア 決算 

 

区分 
総費用 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める職

員給与費比率 

Ｂ／Ａ 

令和６年度 18,774,512 千円  604,411 千円 3.2％ 

 

 

区分 
職員数 

Ａ 

給与費 １人当たり給

与費 

Ｂ/Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 
計 

Ｂ 

令和 6年度 99 人 383,431 千円 96,590 千円 162,391 千円 642,412 千円 6,489 千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数は、令和６年４月１日現在の人数である。 
 

 

（２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢等の状況（令和 7年 4月 1日） 

 

区分 
平均年齢 

（歳） 

基 本 給 

（円） 

平均月収額 

（円） 

姫路市 44.4 365,106 578,591 

  （注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）職員手当の状況 

区
分 

姫路市 

内容 支給実績（下水道事業会計） 

扶
養
手
当 

扶養親族のある職員に支給されます。（局長級は支給な

し） 

○配偶者6,500 円 

      0 円（部長級） 

○扶養親族である子 

1 人につき11,500 円 

○配偶者又は子以外の扶養親族 

1 人につき6,500 円 

      3,500 円（部長級） 

○満 16 歳の年度初めから満 22 歳の年度末までの子 1

人につき 5,000 円を加算 

（令和 7年 4月分の支給実績） 

支給総額 1,048,000 円 

支給職員数 47 人 

支給される職員

の割合 
51.6％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
22,298円 

 

 

地
域
手
当 

支給率 3.0％ 

 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 938,191 円 

支給職員数 89 人 

支給される職員

の割合 
97.8％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
10,541円 

 

 

通
勤
手
当 

交通機関等を利用し又は自動車等を使用して通勤して

いる職員（通勤距離が片道 2ｋｍ以上）に支給されます。 

 

○交通機関等利用者 

 定期券等の価格（6ヶ月定期）により支給しています。

（限度額：1月当たり 55,000円） 

 

○自動車・自転車等使用者 

通勤距離（片道） 月額 

2km 以上  5km未満 4,100 円 

5km 以上 10km 未満 6,200 円 

10km 以上 15km 未満 8,300 円 

15km 以上 20km 未満 10,400円 

20km 以上 25km 未満 12,900円 

25km 以上 30km 未満 15,800円 

30km 以上 35km 未満 18,700円 

35km 以上 40km 未満 21,600円 

40km 以上 45km 未満 24,400円 

45km 以上 50km 未満 26,200円 

50km 以上 55km 未満 28,000円 

55km 以上 60km 未満 29,800円 

60km 以上 31,600円 

 

 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 728,625 円 

支給職員数 84 人 

支給される職員

の割合 
92.3％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
8,674 円 

 

(注)交通機関利用者への通勤手当は、6ヶ月定期の価

格をまとめてひと月に支給しています。この実績は各

職員に支給している通勤手当の1ヶ月平均の額を4月

分に支給したとして計算しています。 



 

住
居
手
当 

住宅を借りてその住宅に居住し、月額 16,000 円を超え

る家賃を支払っている職員に支給されます。 

○借家居住者 家賃により 

最高支給限度額 28,000円 

○持家世帯主 平成 26年 4月以降 廃止 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 428,500 円 

支給職員数 16 人 

支給される職員

の割合 
17.6％ 

支給職員 1 人当

たり
均支給額 
26,781円 

 

 

特
殊
勤
務
手
当 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務に従事した

職員に支給されます。 

 

手当の種類    

 

  月額で支給されるもの   ２種 

  日額で支給されるもの   ４種 

 

詳細は別紙３のとおり 

 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 177,750 円 

支給職員数 24 人 

支給される職員

の割合 
26.4％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
7,406 円 

 

 

時
間
外
勤
務
手
当 

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給されま

す。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 3,972,501 円 

支給職員数 68 人 

支給される職員

の割合 
74.7％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
58,419円 

 

 

休
日
勤
務
手
当 

休日（国民の祝日及び年末年始の休日）において、正

規の勤務時間中に勤務した職員に支給されます。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 356,205 円 

支給職員数 15 人 

支給される職員

の割合 
16.5％ 

支給職員 1 人当

たり平均支
額 
23,747円 

 

 

夜
間
勤
務
手
当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時～翌朝 5時）に

勤務した職員に支給されます。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 0円 

支給職員数 0人 

支給される職員

の割合 
0％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
0円 

 

 



 

管
理
職
手
当 

管理又は監督の地位にある職員に支給されます。 

 月額 

局長級 
局長 128,000 円 

理事 103,000 円 

部長級 94,000 円 

課長級 77,000 円 

課長補佐級(※) 42,000 円 

係長級(※) 38,000 円 
※出先機関の長である職員に限ります。 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 624,000 円 

支給職員数 8人 

支給される職員

の割合 
8.8％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
78,000円 

 

 

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当 

管理職員等が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営

の必要により休日等に勤務した場合は、勤務 1 回につ

き次の額が管理職員特別勤務手当として支給されま

す。 

 

 

管理職員

等 

(身分名) 

勤  務  時  間 

３時間以下 
３時間超え 

６時間
下 
６時間超 

理事等 6,000 円 12,000円 18,000円 

参 事 5,000 円 10,000円 15,000円 

主 幹 4,250 円 8,500 円 12,750円 

課 長 補 佐

級、係長級

（ 管 理 職

手 当 の 支

給 対 象 者

に限る。） 

3,000 円 6,000 円 9,000 円 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 12,850円 

支給職員数 1人 

支給される

職員の割合 
1.1 ％ 

支給職員 

1人当たり 

平均支給額 

12,850円 

 

単
身
赴
任
手
当 

異動に伴なう転居により配偶者と別居し、単身で生活

することとなった職員に支給されます。 

 

月額 

30,000 円+職員の住居と配偶者の住居との間の交通距

離による加算額（8,000～70,000 円） 

(令和 7年 4月分の支給実績) 

支給総額 0円 

支給職員数 0人 

支給される職員の

割合 
0％ 

支給職員 1 人当た

り平均支給額 
0円 

 

 

宿
日
直
手
当 

宿日直勤務を命ぜられた職員に支給されます。 

 

勤務１回につき 4,400円 

 (令和 7年 4月分の支給実績) 

 
 

支給総額 円 

支給職員数 人 

支給される職員

の割合 
％ 

支給職員 1 人当

たり平均支給額 
円 



 

期
末
手
当
・
勤
勉
手
当 

（令和 6年度の支給割合） 

 期末手当 勤勉手当 

6月期 
1.225 月 

(0.6875 月) 

1.025 月 

(0.4875 月) 

12 月期 
1.275 月 

(0.7125 月） 

1.075 月 

(0.5125 月) 

 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

（令和 6年度の支給実績） 

支給総額 156,520,680 円 

支給職員数 
期末 90 人 

勤勉 88 人 

支給職員 1 人当たり平

均支給額（年額） 
1,758,659 円 

 

 

退
職
手
当 

退職時の給料月額に勤続年数に応じた支給率を乗じて

支給されます。 

（令和 7年 4月 1日現在） 

支給率 自己都合 勧奨･定年 

勤続 20年 19.6695 月分 26.3655 月分 

勤続 25年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35年 39.7575 月分 47.709月分 

最高限度額 47.709月分 47.709月分 

 

 その他の加算措置 

定年前早期退職特例措置 

2％～45％加算 

退職時特別昇給    無 

 

（令和 6年度の支給実績） 

支給総額 65,211,070円 

支給職員数 3人 

支給職員 1人当たり平

均支給額 
21,737,023円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (1) 職員の勤務時間（一般職の標準的なもの・令和７年４月１日現在） 

 

1 週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

３８時間４５分 ８：３５ １７：２０ 12:00-13:00 

 

(2) 年次有給休暇の取得状況（令和６年） 

 

総取得日数 対象職員数 平均取得日数 

２４４０６．９日 １，６２３人 １５．０日 

 

(3) 特別休暇等の状況（令和７年４月１日現在） 

休暇の種類 付与日数・期間等 

傷病休暇 90 日以内 

生理休暇 2日以内 

産前・産後休暇 出産前 56 日目(多胎妊娠の場合にあっては 98 日目)

から出産の日後 56日目までの期間 

妊産婦の保健指導休暇 妊娠週数に応じ 1 週間から 4 週間に 1 回（産後 1 年

までは、その間に 1回） 

妊娠中の女性職員の通勤緩和

休暇 

勤務時間の始め又は終わりにおいて 1 日を通じて１

時間を超えない範囲内 

結婚休暇 5日以内 

妻の出産休暇 2日以内 

育児参加休暇 職員の妻が出産前 56 日目(多胎妊娠の場合にあって

は 98 日目)から出産の日後 1 年を経過する日までの

間で 5日の範囲内 

育児時間 （1歳 3か月未満の子を持つ職員）1 日 2回それぞれ

30分以内の期間 

子の看護休暇 1年につき 5日（子が 2人以上の場合は 10日）の範

囲内 

短期介護休暇 1年につき 5日(要介護者が 2人以上の場合 10日)の

範囲内 

忌引休暇 死亡者の区分に応じ 1日から 7日の範囲内 

法要休暇 1日以内 

夏季休暇 7月から 9月までの期間内で 5日以内 

リフレッシュ休暇 勤続期間に応じ 3日又は 5日の範囲内 

ボランティア休暇 5日以内 

感染症により出勤が困難であ 必要と認める期間 



 

 

 

る場合の休暇 

交通遮断による休暇 必要と認める期間 

災害等による休暇 必要と認める期間 

裁判員等の出頭のための休暇 必要と認める期間 

公民権行使のための休暇 必要と認める期間 

ドナー休暇 必要と認める期間 

出生サポート休暇 1 年につき 5 日（体外受精その他の任命権者が定め

る不妊治療に係る通院等の場合は 10日）の範囲内 

 

(4) 介護休暇・介護時間の状況 

職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を

営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当と認められたときに

取得することができます。取得可能期間は、介護を必要とする継続する状態ごとに、

介護休暇は分割して 3回までの通算 6か月以内、介護時間は連続する３年です。介護

休暇・介護時間を取得した期間について給料等は支払われません。 

 

令和６年度の取得状況  介護休暇３人、介護時間３人 

 

(5) 育児休業・育児短時間勤務・部分休業・子育て部分休業の状況 

職員は３歳に満たない子を養育するため、３歳に達する日まで育児休業をすること

ができます。また、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、その子が小

学校就学の始期に達するまで、希望する日及び時間帯において、育児短時間勤務をす

ることができます。さらに、小学校就学の始期に達するまで（子育て部分休業にあっ

ては９歳に達する日以後の最初の３月 31 日まで）の子を養育するため、部分休業を

することができます。部分休業は１日のうち２時間が限度です。なお、育児休業・部

分休業をした期間について給料等は支払われません。 

 

令和６年度の取得状況 

区 分  取得者数 

育
児
休
業 

新たに取得したもの １０４人 

前年度から引き続いているもの ９１人 

育
児
短
時
間
勤
務 

新たに取得したもの ６人 

前年度から引き続いているもの ４人 

部
分
休

業 新たに取得したもの ３８人 



 

 

 

前年度から引き続いているもの ６２人 

子
育
て
部
分
休
業 

新たに取得したもの １３人 

前年度から引き続いているもの １４人 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分者数（令和６年度） 

（単位：人） 

処分の種類 

処分事由 
降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績が良くない場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 ０ ０ ５０ ０ ５０ 

職に必要な適性を欠く場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職制若しくは定数の改廃及び予算の減

少により廃職及び過員を生じた場合 
０ ０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

条例で定める事由による場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

(2) 懲戒処分者数（令和６年度）  

（単位：人） 

処分の種類 

処分事由 
戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務に違反し又は職務を怠

った場合 
０ ０ ０ ０ ０ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない

非行のあった場合 
０ ０ ２ １ ３ 

 

６ 職員の服務の状況 

 営利企業等従事許可に関する服務の状況（令和６年度） 

（単位：件） 

営利企業等の従事の内容 許可件数 

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体

の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する

上級職員の地位を兼ねる場合 

０ 

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 １３ 

報酬を得て事業又は事務に従事する場合又は他の職を兼ねる場合 １４２ 

 



 

 

 

７ 職員の退職管理の状況 

姫路市職員の退職管理に関する条例に基づく離職者の再就職状況（令和７年４月１日

現在） 

                    (単位：人) 

離職時の職 
条例に基づく 

離職者数 

再就職先 

外郭団体等 民間企業 

理事級 1   

参事級 1   

主幹級 3   

計 5   

 

８ 職員の研修の状況 

研修の状況（令和６年度） 

区 分 コース数 受講者数 

内部研修 １４４ ４，１１９ 

派遣研修 ２７１ ５４９ 

合   計 ４１５ ４，６６８ 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 安全衛生管理の状況 

 職員の安全と健康を確保するため、労働安全衛生法や関係法令に基づき、安全衛生管

理体制や作業環境の整備を図るとともに、定期健康診断など職員の健康管理に努めてい

ます。令和６年度は、定期健康診断、ストレスチェック、胃部検診、乳がん検診、子宮

がん検診、大腸がん検診、喀痰検査、ＶＤＴ健診、B型肝炎予防接種、破傷風予防接種を

実施しました。 

また、職員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組むため、姫路市職員心の健康づく

り計画に基づき健康相談や復職支援を実施し、心の健康相談事業の委託医療機関を９カ

所から１４カ所に増やし、職員が利用しやすいようにしました。 

 

(2) 福利厚生の状況 

  地方公共団体は、地方公務員法により、職員の福利厚生の計画を樹立し、実施するこ

とが義務付けられており、本市では、兵庫県学校厚生会に加入する教職員等を除き、姫

路市職員互助会において職員の福利厚生事業を実施しています。 

  この福利厚生事業については、随時見直しを行っており、令和６年度は、主に次のよ

うな事業を実施しました。 

 

【福利厚生事業の概要】 

カフェテリアプラン、歯科健診、庁内報発行、文化体育部への助成、勤続 25年リフ

レッシュ事業、プール券購入助成等 

 

  



 

 

 

【姫路市職員互助会の財源比率（掛金と負担金の比率）の推移】 

財源区分 
平成 16年

度 

平成 17 年

度 

平成 18年度～平成 24

年度 

平成 25年度

～ 

職員の掛金 11/1000 11/1000 8/1000 7/1000 

市の負担金 17/1000 11/1000 4/1000 3/1000 

掛金・負担金とも給料月額に対する比率 

 

(3) 公務災害発生件数（令和６年度） 

公務災害 ３７件 

通勤災害 １２件 

 

 

１０ 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況 

 

令和５年度末 

(R6. 3.31) 

継続件数 

令和６年度 令和６年度末 

(R7. 3.31) 

継続件数 
新規要求件数 終結件数 

0 0 0 0 

 

 

１１ 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況 

 

令和５年度末 

(R6. 3.31) 

継続件数 

令和６年度 令和６年度末 

(R7. 3.31) 

継続件数 
新規申立件数 終結件数 

0 0 0 0 
    

 

１２ 職員からの苦情相談の状況 

 

令和５年度末 

(R6. 3.31) 

継続件数 

令和６年度 令和６年度末 

(R7. 3.31) 

継続件数 
新規相談件数 終結件数 

0 1 1 0 

 

 



（別紙１）　特殊勤務手当一覧表    令和7年4月1日現在

月額 266,100円

月額 224,600円

18,404千円
月額 10,000円

月額 6,000円

月額 4,000円

2,267千円
月額 5,000円

180千円
月額 5,000円

0千円
月額 3,000円

1,292千円
月額 2,000円

月額 1,500円

月額 500円

804千円
１日につき 250円

１日につき 300円

665千円
１日につき 250円

297千円
１日につき 250円

7,392千円

社会福祉業務手当 福祉事務所に勤務する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害者福
祉司又はこれらの者の業務と同様の業務を行う職員が訪問指導、相談、
措置等の現業又はそれらの指導監督業務に従事した場合

(2)職員が市営住宅使用料、住宅建設資金貸付金等の償還金、下水道使用
料、下水道事業受益者負担金、都市計画下水道事業区域外流入分担金、
コミュニティ・プラント使用料、コミュニティ・プラント事業分担金、
集落排水処理施設使用料又は集落排水事業分担金の納付義務者の住居又
は事業所に立ち入って滞納に係るこれらの使用料、償還金、負担金又は
分担金を徴収する業務に従事した場合

(3)職員が市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料又
はこれらに係る徴収金の滞納処分のために必要な住居内等の捜索又は差
押物件の封印若しくは引揚げに従事した場合

移転補償等交渉手当 職員が建設物等の移転若しくは除却、これらに伴う損失の補償、用地の
取得又は不法占有されている市有財産若しくは国有財産の明渡しに関す
る交渉に従事した場合

(2)市役所の位置に関する条例(昭和22年姫路市条例第6号)に規定する市
役所の庁舎の管理を所掌する組織に属する技能労務職給料表適用職員
で、夜勤に交替制で従事する勤務（(1)に規定する勤務を除く。(3)にお
いて同じ。）に従事するもの

(3)ごみの収集、運搬及び処分に関する事務を所掌する組織又は特別史跡
姫路城跡の管理を所掌する組織に属する技能労務職給料表適用職員で、
夜勤に交替制で従事する勤務に従事するもの

賦課徴収手当 (1)職員が市税の納税義務者又は国民健康保険料、介護保険料若しくは後
期高齢者医療保険料の納付義務者の住居又は事業所に立ち入って行う市
税、国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料の賦課又は
徴収に関する業務に従事した場合

電気主任技術者手当 電気工作物の取扱いについて、電気事業法第44条第1項第1号に規定する
第1種電気主任技術者免状又は同項第2号に規定する第2種電気主任技術者
免状の交付を受けていることを要する業務に従事する職員

班長業務手当 技能労務職給料表の職務の級4級に在職する職員で、班長の職にあるもの

交替制勤務手当 (1)技能労務職給料表の適用を受ける職員（以下「技能労務職給料表適用
職員」という。）で、ごみの収集、運搬及び処分に関する事務を所掌す
る組織又は下水処理に関する事務を所掌する組織に属するもののうち、
日勤（夜勤以外の勤務をいう。）及び夜勤（午後10時から翌日の午前5時
までの間の勤務が5時間以上ある勤務をいう。(2)及び(3)において同
じ。）に交替制で従事する勤務を日々繰り返す勤務に従事するもの

(2)野犬その他不用犬の処分を担任する獣医師で、職務の級が行政職給料
表の6級以下であるもの

(3)動物園に勤務する獣医師で、職務の級が行政職給料表の6級以下であ
るもの

建築主事手当 建築主事として、その業務に従事する職員

ア　保健医療施策に関する事務を統括する業務に従事する職員

イ　診療所の管理者として、その業務に従事する職員

ウ　国民健康保険家島診療所（以下「家島診療所」という。）において
診療業務に従事する職員（イに掲げる職員を除く。）

エ　保健所長として、その業務に従事する職員

医療職給料表適用職員で、アからエまでに掲げる職員以外の職員

獣医師手当 (1)と畜検査業務に専ら従事する獣医師で、職務の級が行政職給料表の6
級以下であるもの

種　　　類 支　　　給　　　範　　　囲 支　給　額
支　給　実　績

(令和６年度決算)
千円

医師手当 医療職給料表の適用を受ける職員（以下「医療職給料表適用職員」とい
う。）で以下のもの



１体につき 1,500円

１回につき 1,000円

9千円
１日につき 250円

13千円
１日につき 200円

１日につき 500円

677千円
１日につき 200円

525千円

１日につき 300円

１日につき 3,000円

１日につき 1,000円

11千円

職員が次の(4)及び(5)に掲げる業務に従事した場合

（新型コロナウイルス
感染症の患者又はその
疑いのある者の身体に
接触して行う業務に長
時間にわたり従事した
場合にあっては、1,500
円）

(4)新型コロナウイルス感染症の感染者等を収容する病院及び宿泊施設の
内部その他これらに準ずる場所と市長が認める区域において、新型コロ
ナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行わ
れた措置に係る業務であって市長が定めるもの

（新型コロナウイルス
感染症の患者若しくは
その疑いのある者の身
体に接触して又はこれ
らの者に長時間にわた
り接して行う業務その
他市長がこれに準ずる
と認める業務に従事し
た場合にあっては、
4,000円）

(5)新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために
行われた措置に係る業務（前号に掲げるものを除く。）のうち、新型コ
ロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う業務
又はこれに準ずる業務であって、市長が定めるもの

(1)感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第
6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症又は検
疫法（昭和26年法律第201号）第2条に規定する検疫感染症に該当するも
のをいう。以下この項において同じ。）の病原体が付着した物件又はそ
の疑いのある物件の処分

(2)感染症の患者の移送その他感染症の患者と直接応対する業務（感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の14に規定す
る家庭訪問指導を除く。）

(3)感染症の病原体に汚染された区域又はその疑いのある区域において行
う患家の消毒、疫学調査その他の業務

(4)職員が社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第2条第2
項に規定する介護等の業務に従事した場合

(5)職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平
成10年法律第114号）第53条の14に規定する家庭訪問指導に従事した場合

感染症予防等作業手当 医師以外の職員が次の(1)から(3)までに掲げる業務に従事した場合

訪問指導手当 (1)職員が地域保健法（昭和22年法律第101号）第6条第11項に掲げる事項
につき、同号に規定する者を訪問して行う指導に従事した場合

(2)職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第
123号）第48条第1項に規定する、精神障害者及びその家族等を訪問して
行う指導に従事した場合

(3)職員が母子保健法（昭和40年法律第141号）第11条、第17条又は第19
条に規定する訪問指導に従事した場合

(2)公害対策に関する事務を所掌する組織に属する職員が事業所等に立ち
入って、悪臭物質（悪臭防止法（昭和46年法律第91号）第2条第1項に規
定する特定悪臭物質をいう。）又はし尿浄化槽内の汚水等に係る検体の
採取に従事した場合

(3)保健師、看護師又は准看護師が採血業務に従事した場合

(4)獣医師（獣医師手当の支給を受ける者を除く。）がと畜検査に従事し
た場合

(3)(1)に規定する職員が行旅死亡人の死体の処理作業の指示又は死体の
身元確認のため現場に立ち会う業務に従事した場合

エックス線照射手当 診療エックス線技師又は診療放射線技師がエックス線を人体に対して照
射する作業に従事した場合

検査手当 (1)職員が細菌の検菌、培養等細菌学的検査又は理化学検査に従事した場
合

行旅死亡人等取扱手当 (1)行旅病人及び行旅死亡人に関する事務を所掌する組織に属する職員が
行旅死亡人（救護施設等に収容する途中で死亡した行旅病人を含む。以
下同じ。）の死体を直接取り扱う業務に従事した場合

(2)(1)に規定する職員が救護施設等に行旅病人を直接収容する業務に従
事した場合



１日につき 200円

１日につき 400円

0千円

１回につき 6,000円

１回につき 4,000円

１回につき 2,000円

１回につき 600円

１回につき 400円

１回につき 200円

0千円
１回につき 4,000円

１回につき 3,500円

１回につき 3,000円

0千円
１回につき 10,000円

１回につき 1,500円

0千円
１日につき 300円

１日につき 200円

0千円
１日につき 450円

１日につき 200円

2,477千円

(4)動物園に勤務する技能労務職給料表適用職員が畜舎の清掃に従事した
場合

　イ.道路の維持又は管理に伴う不法投棄物等の収集

(2)技能労務職給料表適用職員が公衆便所の清掃、管きょのしゅんせつ又
は便所から排出された下水の処理に直接従事した場合（(1)に掲げる場合
並びに汚物処理現場作業手当及び危険現場作業手当の支給を受ける場合
を除く。）

(3)特別史跡姫路城跡、市有霊苑又は都市公園その他の公園の管理を所掌
する組織に属する技能労務職給料表適用職員がごみの収集作業に直接従
事した場合（(2)に掲げる場合及び危険現場作業手当の支給を受ける場合
を除く。）

(2)職員が水族館のろ過槽内における沈砂の洗浄作業に従事した場合

清掃作業手当 (1)道路の清掃に関する事務を所掌する組織に属する技能労務職給料表適
用職員が次に掲げる業務に直接従事した場合

　ア.道路の側溝若しくは溝きょのしゅんせつ又はこれに伴う汚泥の収集

検案手当 (1)医療職給料表適用職員が行旅死亡人の検案に従事した場合

(2)医療職給料表適用職員以外の職員が(1)の職員の助手として(1)に規定
する業務に従事した場合

水族館槽内作業手当 (1)職員が10月1日から翌年の5月末日までの間における水族館の水槽内に
おける潜水作業に従事した場合

(2)(1)に規定する職員が勤務した時間の全部又は一部が早朝（午前6時か
ら午前8時までの間をいう。）、夜間又は深夜である診療業務（(1)に規
定する業務を除く。）に従事した場合

　ア.勤務した時間の全部又は一部が深夜である場合

　イ.アに掲げる場合以外の場合

　イ.勤務した時間の全部又は一部が夜間である場合（アに掲げる場合を
除く。）

　ウ.ア又はイに掲げる場合以外の場合

休日夜間診療手当 (1)医療職給料表適用職員で家島診療所に属するもの又は家島診療所にお
いて診療業務に従事することを命じられたものが、勤務した時間の全部
又は一部が勤務を要しない日又は休日等である診療業務に従事した場合

　ウ.ア又はイに掲げる場合以外の場合

(2)家島診療所に属する看護師又は准看護師が家島診療所外において診療
の介助業務に従事した場合

　ア.勤務した時間の全部又は一部が深夜である場合

往診手当 (1)医療職給料表適用職員で家島診療所に属するもの又は家島診療所にお
いて診療業務に従事することを命じられたものが家島診療所外において
診療業務に従事した場合

　ア.勤務した時間の全部又は一部が深夜（午後10時から翌日の午前6時
までの間をいう。以下この項、休日夜間診療手当の項及び輸送艇業務手
当の項において同じ。）である場合

　イ.勤務した時間の全部又は一部が夜間（午後6時から午後10時までの
間をいう。以下この項及び次項において同じ。）である場合（アに掲げ
る場合を除く。）

狂犬病予防作業手当 (1)行政職給料表の適用を受ける職員（以下「行政職給料表適用職員」と
いう。）が狂犬病の予防注射又は当該予防注射のために犬を静止させる
作業に従事した場合（獣医師手当の支給を受ける場合を除く。）

(2)行政職給料表適用職員が犬等の死体の焼却処分に従事した場合（獣医
師手当の支給を受ける場合を除く。）



１体につき 900円

１体につき 200円

１体につき 300円

１日につき 400円

10,401千円
１日につき 200円

85千円
１日につき 250円

415千円
１日につき 600円

１日につき 1,150円

１日につき 550円

１日につき 200円

24,538千円
1勤務につき 400円

1勤務につき 200円

１日につき 700円

(2)技能労務職給料表適用職員が下水処理場におけるごみ、泥等の運搬作
業（運搬車へのごみ、泥等の積込作業を含む。）又は下水清掃用バ
キューム車若しくは汚泥運搬車の運転に従事した場合（(1)及び(3)に掲
げる場合を除く。）

(3)技能労務職給料表適用職員が下水処理、コミュニティ・プラント若し
くは集落排水処理施設における汚水の排除のために設けられた管きょ、
ます若しくはマンホール（以下この項において「下水の管きょ等」とい
う。）に立ち入って行う汚泥等の除去作業又はジェットクリーナー車若
しくはグリットスイーパー車による下水の管きょ等の清掃作業に従事し
た場合

　ウ.ごみ処理場に搬入されたごみの調査分析

　エ.不法投棄物件の撤去

下水処理現場等作業手当 (1)技能労務職給料表適用職員が下水処理場（コミュニティ・プラント及
び集落排水処理施設における、汚物を最終的に処理するための施設を含
む。以下同じ。）の沈砂池、沈殿池若しくはばっ気槽内若しくは下水清
掃用バキューム車（コミュニティ・プラント及び集落排水処理施設にお
ける汚水清掃用バキューム車を含む。以下同じ。）のタンク内において
行う泥の除去作業又は下水処理場、下水ポンプ場、コミュニティ・プラ
ント若しくは集落排水処理施設におけるポンプ場のスクリーンに付着し
たごみ等の除去作業（スクリーンの清掃装置の操作によるごみ等の除去
作業を除く。）に従事した場合

(6)行政職給料表適用職員が次に掲げる作業に直接従事した場合

　ア.汚物の付着した汚物処理機器その他これに付随する設備の点検又は
補修

　イ.汚物の収集運搬車の車体下で仰向けに寝た状態で行う当該収集運搬
車の点検又は補修

(3)し尿の収集、運搬及び処分に関する事務を所掌する組織に属する技能
労務職給料表適用職員がし尿の収集作業に直接従事した場合

(4)ごみの収集、運搬及び処分に関する事務を所掌する組織又はし尿の収
集、運搬及び処分に関する事務を所掌する組織に属する技能労務職給料
表適用職員がごみ又はし尿（以下この項において「汚物」という。）の
処理施設内において、汚物の処理作業に直接従事した場合（(1)及び(3)
に掲げる場合並びに下水処理現場等作業手当の支給を受ける場合を除
く。）

(5)(1)から(4)までに規定する組織に属する技能労務職給料表適用職員が
ごみ収集に係る分別指導業務又は汚物の処理施設の維持、監理若しくは
点検に係る業務に従事した場合（(1)から(4)までに掲げる場合及び下水
処理現場等作業手当が支給される場合を除く。）

乳剤舗装作業手当 技能労務職給料表適用職員が道路舗装用乳剤の撒布作業又は合材作業に
従事した場合（他の特殊勤務手当（月額特殊勤務手当を除く。）の支給
を受ける場合を除く。）

汚物処理現場作業手当 (1)ごみの収集、運搬及び処分に関する事務を所掌する組織に属する技能
労務職給料表適用職員がごみの収集作業に直接従事した場合

(2)溝きょ等のしゅんせつに伴う汚泥及びがれき等の清掃に関する事務を
所掌する組織に属する技能労務職給料表適用職員が当該汚泥及びがれき
等の収集作業に直接従事した場合

(3)技能労務職給料表適用職員が収骨作業に従事した場合

(4)技能労務職給料表適用職員が小動物の火葬作業に従事した場合

特殊自動車運転手当 技能労務職給料表適用職員が建設機械、大型特殊自動車（自動車登録規
則（昭和45年運輸省令第7号）別表第2 7の項に掲げる大型特殊自動車を
いう。）、街路清掃車、農耕用トラクター又は草刈用トラクターの運転
に従事した場合（他の特殊勤務手当（月額特殊勤務手当を除く。）の支
給を受ける場合を除く。）

葬儀作業手当 (1)技能労務職給料表適用職員が霊きゅう自動車による死体の輸送作業に
従事した場合

(2)技能労務職給料表適用職員が遺体の火葬作業に従事した場合



１日につき 200円

42千円
１日につき 250円

103千円
１日につき 200円

１日につき 300円

1,995千円
１回につき 300円

１回につき 900円

284千円
１回につき
機関員
その他の者

400円
300円

１回につき 500円

１回につき
機関員
その他の者

400円
300円

29,117千円
1勤務につき 550円

956千円
１日につき 500円

14千円

夜間特殊業務手当 消防職員が正規の勤務時間による深夜（午後10時から翌日の午前5時まで
の間をいう。以下この項において同じ。）の勤務として通信業務、望楼
業務又は受付業務（以下この項において「通信業務等」という。）に従
事した場合 (正規の勤務時間に

よる深夜の勤務とし
て通信業務等に従事
した時間が、2時間
以上7時間未満の場
合にあっては370
円、2時間未満の場
合にあっては290円)

災害対策業務手当 職員が屋外の防災作業若しくは救助又は避難所の開設で、災害対策本部
若しくは水防本部からの指示により行ったもの又は市長が認定したもの
に直接従事した場合

　イ.医師の管理下に置かれるまでの間にある傷病者の応急手当 (救急救命士の資格
を有する者の場合に
あっては、それぞれ
の額に100円を加算
した額）

(4)消防職員が救助活動に従事した場合

(潜水器具を装着
し、潜水作業を実施
した者の場合にあっ
ては、それぞれの額
に100円を加算した
額)

(2)救急救命士の資格を有する消防職員が救急救命士法（平成3年法律第
36号）第2条第1項に規定する救急救命処置の業務に従事した場合

(3)消防職員が次に掲げる救急活動に従事した場合（（2）に掲げる場合
を除く。）

１回につき
機関員
その他の者

250円
200円

　ア.医療機関その他の場所への傷病者の搬送

（勤務した時間の全
部又は一部が深夜、
勤務を要しない日又
は休日等である場合
にあっては、450
円）

(2)職員が遺体を移送するため輸送艇を直接操船する業務又はこれを補助
する業務に従事した場合

出動手当 (1)消防職員が火災の消火活動に従事した場合

(3)消防職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所にお
いて消防法（昭和23年法律第186号）の規定に基づく立入検査の業務に従
事した場合

(4)技能労務職給料表適用職員が都市公園等において動力草刈機、チェン
ソー等の動力機器を使用して、樹木のせん定若しくは伐採又はのり面の
除草作業に直接従事した場合

輸送艇業務手当 (1)職員が救急患者を移送するため輸送艇を直接操船する業務又はこれを
補助する業務に従事した場合

害虫駆除作業手当 職員が害虫駆除のための薬剤の撒布作業、害虫発生源の除却作業又はこ
れらの作業の監督業務に従事した場合

危険現場作業手当 (1)行政職給料表適用職員が地上又は水面上10メートル以上の足場の不安
定な箇所で営繕工事の監督業務に従事し、又は工場等の煙突の地上10
メートル以上の箇所で排煙等に係る検体の採取に従事した場合

(2)行政職給料表適用職員が労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318
号）別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所において施設の点検、整備その他
の作業に従事した場合

(4)行政職給料表適用職員が汚泥等の付着した下水処理機器、コミュニ
ティ・プラント若しくは集落排水処理施設における汚水処理機器その他
これらに付随する設備の点検若しくは補修又は供用を開始した下水の管
きょ等に立ち入って行うこれらの施設の点検若しくは補修に直接従事し
た場合



１日につき 8,000円

１日につき 7,500円

１日につき 7,500円

１日につき 5,100円

１日につき 5,100円

１日につき 3,600円

１日につき 1,500円

10,457千円
１日につき 200円

643千円
１日につき 200円

0千円

（注）手当ごとに千円未満の額を四捨五入しているため、手当ごとの合計は特殊勤務手当支給実績計と一致しないことがある。

(5)入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務

教育業務連絡調整手当 教務部長、学年主任、生徒指導部長又は進路指導部長の職務を担当する
教諭が当該担当業務についての連絡調整および指導助言に当たった場合

教員特殊業務手当 (1)学校の管理下で
の非常災害時等の
緊急業務

非常災害時における児童・生徒の保護、緊急の防災
復旧の業務

児童・生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

理化学検査手当 職員が劇薬を取り扱って水質検査に従事した場合

(2)修学旅行、林間・臨海学校等で、児童・生徒を引率して行う指導業務
で泊を伴うもの

(3)対外運動競技等で児童・生徒を引率して行う業務で泊まりを伴うもの
又は勤務を要しない日、休日に行うもの

(4)学校の管理下での部活動における児童・生徒に対する指導業務で、勤
務を要しない日、休日等に行うもの

児童・生徒に対する緊急の補導業務



（別紙2）　特殊勤務手当一覧表（上下水道局 水道事業）    令和7年4月1日現在

月額 3,000円

252千円
月額 2,000円

360千円
１回につき 200円

288千円

１回につき 1,000円

１回につき 1,500円

67千円
１日につき 200円

220千円
１日につき 500円

0千円
月額 5,000円

0千円
１日につき 250円

0千円

１勤務に
つき

400円

１勤務に
つき

200円

１日につき 700円

１日につき 200円

0千円

１日につき 200円

１日につき 200円

24千円

（注）手当ごとに千円未満四捨五入しているため、手当ごとの合計は特殊勤務手当支給実績計と一致しないことがある。

危険現場作業手当 次の①・②に掲げる場合

①行政職給料表適用職員が地上又は水面上１０メートル以上の足場の不安定
な箇所で営繕工事の監督業務に従事し、又は工場等の煙突の地上１０メート
ル以上の箇所で排煙等に係る検体の採取に従事した場合

②行政職給料表適用職員が労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８
号）別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所において施設の点検、整備その他の
作業に従事した場合

災害対策業務手当 職員が屋外の防災作業若しくは救助又は避難所の開設で、災害対策本部若し
くは水防本部からの指示により行ったもの又は管理者が認定したものに直接
従事した場合

(2)深夜を含む場合

検査手当 職員が細菌の検菌、培養等細菌学的検査又は理化学検査に従事した場合

種　　　類 支　　　給　　　範　　　囲

(1)深夜(午後10時から午前5時までをいう。以下同じ。)を含まない場合

緊急呼出手当 職員が正規の勤務時間外に突発事故の発生により招集を受け、緊急工事に係
る業務に従事した場合

活性炭攪拌手当 職員が活性炭ポッパーの撹拌に従事した場合(1日2回までに限る)

②技能労務職給料表適用職員が下水処理場におけるごみ、泥等の運搬作業
（運搬車へのごみ、泥等の積込作業を含む。）又は下水清掃用バキューム車
若しくは汚泥運搬車の運転に従事した場合（①又は③に掲げる場合を除
く。）

①技能労務職給料表適用職員が下水処理場（コミュニティ・プラント及び集
落排水処理施設における、汚水を最終的に処理するための施設を含む。以下
同じ。）の沈砂池、沈殿池若しくはばっ気槽内若しくは下水清掃用バキュー
ム車（コミュニティ・プラント及び集落排水処理施設における汚水清掃用バ
キューム車を含む。以下同じ。）のタンク内において行う泥の除去作業又は
下水処理場、下水ポンプ場、コミュニティ・プラント若しくは集落排水処理
施設におけるポンプ場のスクリーンに付着したごみ等の除去作業（スクリー
ンの清掃装置の操作によるごみ等の除去作業を除く。）に従事した場合

支　給　額
支　給　実　績
(令和6年度決算)

班長業務手当 技能労務職給料表の職務の級4級に在職する職員で、班長の職にあるもの

交替制勤務手当 技能労務職給料表の適用を受ける職員で、浄水場に勤務するもののうち、日
勤（夜勤以外の勤務をいう。）及び夜勤（午後10時から翌日の午前5時まで
の間の勤務が5時間以上ある勤務をいう。）に交替制で従事する勤務を日々
繰り返す勤務に従事するもの

下水処理現場等作業手当 次の①から④までに掲げる場合

電気主任技術者手当 電気主任技術者として、電気工作物の取扱いについて、電気事業法（昭和３
９年法律第１７０号）第４４条第１項第１号に規定する第１種電気主任技術
者免状又は同項第２号に規定する第２種電気主任技術者免状の交付を受けて
いることを要する業務に従事した場合

④行政職給料表適用職員が汚泥等の付着した下水処理機器、コミュニティ・
プラント若しくは集落排水処理施設における汚水処理機器その他これらに付
随する設備の点検若しくは補修又は供用を開始した下水の管きょ等に立ち
入って行うこれらの施設の点検若しくは補修に直接従事した場合

賦課徴収手当 職員が下水道使用料、下水道事業受益者負担金、都市計画下水道事業区域外
流入分担金、都市計画区域外公共下水道事業分担金、コミュニティ・プラン
ト使用料、コミュニティ・プラント事業分担金、集落排水処理施設使用料、
集落排水事業分担金、前処理場使用料、前処理場処理済汚水使用料又は水洗
便所改造資金貸付金の納付義務者の住居又は事業所に立ち入って滞納に係る
これらの使用料、負担金、分担金又は償還金を徴収する業務に従事した場合

③技能労務職給料表適用職員が下水処理、コミュニティ・プラント若しくは
集落排水処理施設における汚水の排除のために設けられた管きょ、ます若し
くはマンホール（「下水の管きょ等」という。以下同じ。）に立ち入って行
う汚泥等の除去作業又はジェットクリーナー車若しくはグリットスイーパー
車による下水の管きょ等の清掃作業に従事した場合

37



（別紙3）　特殊勤務手当一覧表（上下水道局　下水道事業）    令和7年4月1日現在

月額 3,000円

108千円
月額 2,000円

0千円
１回につき 200円

0千円

１回につき 1,000円

１回につき 1,500円

33千円
１日につき 200円

5千円
１日につき 500円

0千円
月額 5,000円

0千円
１日につき 250円

24千円

１勤務に
つき

400円

１勤務に
つき

200円

１日につき 700円

１日につき 200円

2121千円

１日につき 200円

１日につき 200円

11千円

（注）手当ごとに千円未満四捨五入しているため、手当ごとの合計は特殊勤務手当支給実績計と一致しないことがある。

種　　　類 支　　　給　　　範　　　囲 支　給　額
支　給　実　績
(令和6年度決算)

班長業務手当 技能労務職給料表の職務の級4級に在職する職員で、班長の職にあるもの

交替制勤務手当 技能労務職給料表の適用を受ける職員で、浄水場に勤務するもののうち、日
勤（夜勤以外の勤務をいう。）及び夜勤（午後10時から翌日の午前5時まで
の間の勤務が5時間以上ある勤務をいう。）に交替制で従事する勤務を日々
繰り返す勤務に従事するもの

活性炭攪拌手当 職員が活性炭ポッパーの撹拌に従事した場合(1日2回までに限る)

緊急呼出手当 職員が正規の勤務時間外に突発事故の発生により招集を受け、緊急工事に係
る業務に従事した場合

(1)深夜(午後10時から午前5時までをいう。以下同じ。)を含まない場合

(2)深夜を含む場合

検査手当 職員が細菌の検菌、培養等細菌学的検査又は理化学検査に従事した場合

災害対策業務手当 職員が屋外の防災作業若しくは救助又は避難所の開設で、災害対策本部若し
くは水防本部からの指示により行ったもの又は管理者が認定したものに直接
従事した場合

電気主任技術者手当 電気主任技術者として、電気工作物の取扱いについて、電気事業法（昭和３
９年法律第１７０号）第４４条第１項第１号に規定する第１種電気主任技術
者免状又は同項第２号に規定する第２種電気主任技術者免状の交付を受けて
いることを要する業務に従事した場合

賦課徴収手当 職員が下水道使用料、下水道事業受益者負担金、都市計画下水道事業区域外
流入分担金、都市計画区域外公共下水道事業分担金、コミュニティ・プラン
ト使用料、コミュニティ・プラント事業分担金、集落排水処理施設使用料、
集落排水事業分担金、前処理場使用料、前処理場処理済汚水使用料又は水洗
便所改造資金貸付金の納付義務者の住居又は事業所に立ち入って滞納に係る
これらの使用料、負担金、分担金又は償還金を徴収する業務に従事した場合

下水処理現場等作業手当 次の①から④までに掲げる場合

①技能労務職給料表適用職員が下水処理場（コミュニティ・プラント及び集
落排水処理施設における、汚水を最終的に処理するための施設を含む。以下
同じ。）の沈砂池、沈殿池若しくはばっ気槽内若しくは下水清掃用バキュー
ム車（コミュニティ・プラント及び集落排水処理施設における汚水清掃用バ
キューム車を含む。以下同じ。）のタンク内において行う泥の除去作業又は
下水処理場、下水ポンプ場、コミュニティ・プラント若しくは集落排水処理
施設におけるポンプ場のスクリーンに付着したごみ等の除去作業（スクリー
ンの清掃装置の操作によるごみ等の除去作業を除く。）に従事した場合

②技能労務職給料表適用職員が下水処理場におけるごみ、泥等の運搬作業
（運搬車へのごみ、泥等の積込作業を含む。）又は下水清掃用バキューム車
若しくは汚泥運搬車の運転に従事した場合（①又は③に掲げる場合を除
く。）

①行政職給料表適用職員が地上又は水面上１０メートル以上の足場の不安定
な箇所で営繕工事の監督業務に従事し、又は工場等の煙突の地上１０メート
ル以上の箇所で排煙等に係る検体の採取に従事した場合

②行政職給料表適用職員が労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８
号）別表第６に掲げる酸素欠乏危険場所において施設の点検、整備その他の
作業に従事した場合

③技能労務職給料表適用職員が下水処理、コミュニティ・プラント若しくは
集落排水処理施設における汚水の排除のために設けられた管きょ、ます若し
くはマンホール（「下水の管きょ等」という。以下同じ。）に立ち入って行
う汚泥等の除去作業又はジェットクリーナー車若しくはグリットスイーパー
車による下水の管きょ等の清掃作業に従事した場合

④行政職給料表適用職員が汚泥等の付着した下水処理機器、コミュニティ・
プラント若しくは集落排水処理施設における汚水処理機器その他これらに付
随する設備の点検若しくは補修又は供用を開始した下水の管きょ等に立ち
入って行うこれらの施設の点検若しくは補修に直接従事した場合

危険現場作業手当 次の①・②に掲げる場合


